
頁 章 節 項

1 質問 契約 1 第1 2

契約書の案はどのタイミングで、どの契約
が公表されるのでしょうか。

詳細は公告時に公表します。

2 質問 用語の定義 1 第1 3 ⑤

「までを」は「までの」の誤りと理解して
宜しいでしょうか。

「優先交渉権者」とは、技術評価点が最上
位である応募者のことです。

3 質問
本事業の入札契約
方式

8 第1 3 (1) ②

入札を複数事業者で行った場合、基本協定
及び設計業務委託契約を締結する当事者
は、設計業務に直接関与する者のみで宜し
いでしょうか。
これと関連して、第４　２ ③（P27)には、
「実施設計には、維持管理・運営事業者
（協力企業を含む。）を参画させ、」とあ
りますが、上記の者は、あくまで維持管理
業務に不具合が生じないよう助言をするの
みで、上記契約の当事者になる必要はない
との理解で宜しいでしょうか。

基本協定は、本事業に参加する全ての構成
企業と締結するものです。設計業務委託契
約は、該当する構成企業と契約を締結する
もので、ご理解のとおり、維持管理業務に
不具合を生じさせないという趣旨であり、
維持管理・運営事業者が設計業務委託契約
の当事者となる必要はありません。

回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

4 質問
本事業の入札契約
方式

8 第1 3 (1) ②

各種契約を貴市と締結する者をそれぞれご
教示ください。

別紙1に示すとおりです。

5 質問 事業方式 8 第1 3 (2) 1) ②

添付資料１「事業スキーム」では、導管注
入設備の撤去はDB方式とされております
が、ここでDBO方式に導管注入設備（撤去工
事）が記載されているのは誤りと理解して
宜しいでしょうか。

導管注入設備の撤去は、ＤＢＯ方式のうち
のDBであり、Ｏ（維持管理）を含んでいま
せん。汚泥脱水設備等のＤＢＯと導管注入
設備のＤＢは、契約書の構成上、ＤＢに係
る部分が同じであるため、便宜上、ＤＢＯ
方式に導管注入設備（撤去工事）を包含し
たものです。

6 質問 入札契約方式 8 第２ 3 (1) ①

設計業務・施工業務・維持管理/運営業務を
段階的に締結するとの事ですが、契約当事
者は市とJV(あるいは単独企業）か、SPCか
どちらでしょうか？

企業構成は指定しておりません。応募者の
提案によります。

7 質問 入札契約方式 8 第２ 3 (1) ①-③

各々の業務に対する契約当事者がJVの場
合、設計・施工・維持管理/運営・バイオマ
ス受入れ・消化ガス有効利用事業の各々に
関係する企業にて、各々の業務に応じたJV
を構成するのでしょうか？

ご理解のとおりです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

8 質問 業務範囲 10 第2 3 (4) 1) ①エ

バイオマス受入設備が許可施設となる場合
の、産業廃棄物処理施設設置許可取得は、
市の事業範囲と考えてよろしいでしょう
か。

バイオマス受入設備は、産業廃棄物処理施
設設置許可が必要ありません。

9 質問 業務範囲 10 第2 3 (4) 1) ①エ

汚泥消化設備が許可施設となる場合の、産
業廃棄物処理施設設置許可取得は、市の事
業範囲と考えてよろしいでしょうか。

NO.8の回答を参照ください。

10 質問 業務範囲 10 第2 3 (4) 1) ①オ

汚泥脱水設備及び焼却設備は、実施方針
(案)及び要求水準書（案）p.14に記載され
ている、既存施設との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
改築後の設備に産業廃棄物処理施設設置許
可が必要となった場合は、本市において、
手続きを行います。

11 質問
優先交渉権者が行
う業務範囲
埋設物調査

11 第2 3 (4) 2) ②

埋設物調査の結果、事前の図面で確認でき
ない埋設物が確認され、措置が必要となっ
た場合、係る費用は設計変更対象と考えて
宜しいでしょうか。

消化ガス有効利用事業については、事業者
負担とします。
公設事業については、優先交渉権者決定後
の協議事項とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

12 質問
工事請負業者が行
う業務範囲

11 第2 3 (4) 3) ②

補助事業交付申請図書作成は、工事請負事
業者が行う業務とありますので、優先交渉
権者が実施設計終了後、工事請負契約を締
結後に作成するとの理解で宜しいでしょう
か。

作成は優先交渉権者及び工事請負事業者と
なります。修正版を公告時に示します。

13 質問
工事請負業者が行
う業務範囲

11 第2 3 (4) 3) ②

工事請負事業者が行う業務範囲として、補
助事業交付申請図書作成が記載されていま
すが、本事業はDBO方式であり、総価での契
約となり、官積基準には合致しないものと
考えます。特に単価については事業者の見
積によるため、公共単価を用いても当然総
価は合致しません。これにより、本項目で
いう補助事業交付申請図書とは設計書(内訳
書)は含まないものとの理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

14 質問
工事請負業者が行
う業務範囲

11 第2 3 (4) 3) ②

民設民営事業は補助事業交付申請がないと
認識しますので、設計書（内訳書）の提出
は不要との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 質問 修繕業務 12 第2 3 (4) 4) ④

汚泥処理設備等の維持管理業務における修
繕業務について記載されていませんが，
p.65の表６．３．３に記載されているとお
り，軽微な修繕のみが事業者の業務範囲に
含まれるものと理解して宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

16 質問
維持管理・運営事
業者の業務範囲

12 第2 3 (4) 4) ⑫

本項目では事業者が調達及び管理するユー
ティリテイとして（燃料、薬品等）との記
載となっており、10頁でも電力、上水の供
給は市の業務範囲となっています。一方2頁
「用語の定義」⑰では「「委託レベル２」
とは・・・ユーティリティ（電力、燃料、
上水等）」と記載されています。
本事業では、電力、上水の供給は貴市より
無償提供いただけるとの理解で良いでしょ
うか。

第１の３項の⑰「用語の定義」⑰では、一
般的な定義を示したものです。本事業にお
けるユーティリティ調達の考え方は、第６
の７の（３）に示すユーティリティの調達
及び管理業務のとおりです。

17 質問
本業務に係る設計
期間

13 第2 4 (1) 1)

「本業務の設計期間は、設計業務委託契約
の締結日から令和4年8月23日までとする」
とありますが、この期日までに行わなけれ
ばならない設計業務は、価格交渉に必要な
概略基本設計迄であり、基本設計承諾並び
に実施設計については契約締結後の令和4年
9月以降に行うものとし、令和4年9月以降の
設計期間についてはご提案事項と考えて宜
しいでしょうか。

実施設計の定義は、第１の３項に示す実施
設計及び実施設計図書を指します。具体的
には、詳細設計を指すものであり、ご質問
にある概略基本設計ではありません。ただ
し、設計期間は令和4年11月頃に修正を検討
しております。修正版を公告時に示しま
す。

18 意見 事業期間 13 第2 4 (1) 1)

設計期間は令和4年8月23日までとあります
が、貴市が行う業務範囲に消化ガス有効利
用設備の実施設計に関する検査、承諾は含
まれないのであれば(内容の確認のみと記
載)、設計期間は必ずしも令和4年8月23日ま
でとせず、施工期間のみを定める形として
いただけますようお願い致します。設計業
務量が多く、全ての業務を同一の期間(令和
4年8月23日まで)とされることは事業者の負
荷が大きいことが想定されます。

No.17の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

19 質問 事業期間 13 第2 4 (4)

公設民営のバイオマス受入設備に関する施
工期間、維持管理・運営期間の記載があり
ますが、事業者の実施設計後、貴市におけ
る各種手続きならびに設置許可の取得が遅
れた場合は、上記期間につきましても協議
いただけるものと考えますが宜しいでしょ
うか。

事業者の帰責事由によらない場合は、本市
及び事業者双方の協議により対応を決定し
ます。

20 質問 事業期間 13 第2 4

それぞれの業務内容の事業期間につき、前
倒し、もしくは後倒し等の変更が不可能な
業務がございましたらご教示願います。

原則、後倒しは不可とします。詳細につい
ては、優先交渉権者決定後の協議事項とし
ます。

21 質問 表現の差異 13 第2 4

表2.4.1全体事業期間では汚泥脱水設備及び
補機設備の工事期間が令和10年度(令和11年
3月31日)とありますが、実施方針(案)およ
び本書の本文中に記載の期間は令和10年3月
31日とあります。本文中が誤りで表が正と
考えて宜しいでしょうか。

令和11年３月31日が正となります。修正版
を公告時に示します。

22 質問 工事重複の可否 13 第2 4

表2.4.1全体事業期間に記載の各施設の施工
期間について、
施工手順の効率・短縮化等を目的とした事
業者提案による変更は可能と考えて宜しい
でしょうか。

提案による変更は可能です。支払いに関し
ては、優先交渉権者決定後、出来高による
予算調整も踏まえての協議事項とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

23 質問 基準、仕様等 15 第3 2 (2)

下水道施設の貴市標準仕様を遵守または準
拠するとのご指示ですが、提案の自由度を
上げて貴市のメリットを増大させるため
に、仕様を明示したうえで仕様変更するこ
とは可能でしょうか。
可能である場合は、その適用範囲（設備ご
と等）について、ご教示ください。

消化ガス有効利用設備は、この規定の対象
外となります。その他の設備については、
原則、第３の２項の（２）の基準、仕様等
に準拠してください。仕様変更について
は、優先交渉権者決定後の協議事項としま
す。

24 質問 仕様書 19 第3 2 (2) 2)

機械設備機器標準仕様書（神戸市建設局）
の入手方法ご教示ください。

公告時に配布します。

25 質問 基本条件 21 第3 2 （3）
表

3.2.1

消化ガス有効利用事業において発電事業を
おこなう場合、令和4年度より、FIT認定基
準として地域活用要件が設定される可能性
が高いと想定していますが、具体的な要件
については現在、国にて検討中※で、今年
度中に決定予定の為、提案する消化ガス買
取単価に反映できません。そのため、本提
案事業に適用する地域活用要件について
は、国が要件を決定後に、貴市と優先交渉
権者で協議し、事業の前提条件が変わった
場合、消化ガス買取単価を見直して頂ける
と理解して宜しいでしょうか。
※災害時の地域への電力供給(自治体防災計
画への記載)等の複数案を検討中

事業の前提条件が変わった場合の消化ガス
買取単価の見直しについては、優先交渉権
者決定後の協議事項とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

26 質問
契約不適合責任期
間

22 第3 2

契約不適合期間が①機械設備・電気設備：3
年、②修繕業務：2年とありますが、
期間を設ける場合は、改正民法(令和２年４
月)の建設工事標準請負契約約款では、
引渡しから原則2年とありますので、①機械
設備・電気設備に関しても2年として
頂けないでしょうか。

契約不適合期間の変更は行いません。

27 質問 契約不適合責任 22 第3 3 (1)

「工事目的物が種類又は品質に関して契約
に適合しないものであるときは、目的物の
修補又は代替物の引渡しによる履行の追完
を請求する」旨記載されていますが，維持
管理・運営業務に関しては，同業務の内
容，結果に契約不適合がある場合に，業務
の再実施等の方法による追完を請求でき
る，との理解で宜しいでしょうか。

維持管理・運営業務の契約不適合は、修繕
業務や保守管理業務（交換部品等）が該当
します。

28 質問
騒音規制の敷地境
界

25 第3 4 （２） １）

維持管理期間における騒音規制の敷地境界
をご教示願いします。

敷地境界線は、P.16　図3.1.1に示される境
界線とします。具体的な騒音測定箇所につ
いては、優先交渉者決定後の協議事項とし
ます。

29 質問
振動規制の敷地境
界

25 第3 4 （２） ２）

維持管理期間における騒音規制の敷地境界
をご教示願いします。

ご質問は、振動規制と推察します。
敷地境界線は、P16　図3.1.1に示される境
界線とします。具体的な振動測定箇所につ
いては、優先交渉者と協議のうえ決定しま
す。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

30 質問 悪臭の敷地境界 26 第3 4 （２） ３）

維持管理期間における悪臭基準の敷地境界
をご教示願いします。

敷地境界線は、P.16　図3.1.1に示される境
界線とします。悪臭防止法に基づく1号基準
の具体的な悪臭測定箇所については、優先
交渉者決定後の協議事項とします。

31 質問
実施設計の開始時
期

27 第4 2 ①

「基本協定及び設計業務委託契約締結後直
ちに、提出した技術提案書を基に、実施設
計にとりかかること」とありますが、次項
に記載の手順にある通り、締結後、協議を
行い「前提条件書」を作成し、それを基に
実施設計を行うとの理解で宜しいでしょう
か。

前提条件の作成も実施設計の範囲です。こ
の前提を踏まえ、第４の３項の（１）に示
す実施設計の手順に則り、実施設計を行っ
てください。

32 質問
実施設計の適用基
準・仕様等

27 第4 2 ②

「実施設計のうち、「汚泥脱水設等」、
「バイオマス受入設備」、「導管注入設
備」については、第３の２項に示す基準・
仕様等に準拠すること。」とありますが、
民設民営の「消化ガス有効利用設備」につ
いては、事業者が当然、法令を遵守したう
えで任意で決定するとの理解で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

33 質問 前提条件書 27 第4 3 (1) ④

「前提条件書」とは、どのような書式で
しょうか。

書式は任意です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

34 質問 実施設計の手順 27 第4 3 (1) ⑤

貴市から優先交渉権者に対して設計範囲の
変更に伴う追加提案、資料作成、検討をす
るよう指示があった場合、必要と認められ
る費用を貴市にて負担いただけるとの理解
で宜しいでしょうか。

事業者の帰責事由によらない場合は、設計
変更協議の対象とします。

35 質問 実施設計の手順 27 第4 3 (1) ⑤ エ

「可能な限り」とありますので、事業者の
秘密情報の開示が義務付けられるものでは
ないと理解して宜しいでしょうか。

ここでいう可能な限り明確にするという行
為は、積算基準、類似実績、数値根拠等を
可能な限り細分化して提示するという意図
です。秘密情報の開示については協議とし
ます。

36 質問 実施設計の関係者 27 第4 3

実施設計は貴市と優先交渉権者の2者のみの
協議により行われるもので、事業者選定委
員会は関与しないと考えますが宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

37 質問 価格等の交渉方式 28 第4 3 (2)

価格等の交渉は実施設計を進めながら行う
とありますが、実施設計が固まらないと見
積書の提示は困難と考えるため、実施設計
中の価格等の交渉は見積書によるものでは
ないとの理解で宜しいでしょうか。

ここでいう価格協議は、実施設計が完了し
た後に行う価格交渉が不成立に至らないよ
うに、設計の過程において、適時価格協議
を行うものです。したがって、必ずしも見
積書が必要になるというものではありませ
んが、設計期間にわたり、担保できない概
算で協議しても本来の趣旨からズレたもの
になります。このため、本市は必要に応じ
て、適時見積書の提出を指示します。

10 / 70 ページ



頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

38 質問
各種資料及び契約
書等の位置づけ

29 第4 3 (2)
表

4.3.1

実施設計図書の成果物は、価格交渉に必要
な概略基本設計と理解し、本市と協議の上
で定めた前提条件書に基づき作成する、次
の資料をイメージしております。不足資料
がございましたらご教示願います。

・概略基本設計仕様書（前提条件書で明確
にならなかった計画与条件を示したもの）
・P＆ID
・新設機器リスト
・プロットプラン
・主要配管ルート図（一本線）
・監視制御システム構成図
・動力制御盤外形図
・配線ルート図（一本線）
・配管、配線物量表
・撤去範囲リスト
・流用範囲リスト

実施設計の定義は、No.17の回答を参照くだ
さい。
実施設計図書の内容は、第３の２項の
（２）に示す基準、仕様等に規定する成果
図書の一式を含みます。

39 意見
各種資料及び契約
書等の位置付け

29 第4 3 (2)
表

4.3.1

見積条件書は，本事業の施工業務及び維持
管理・運営業務に係る履行条件等について
の貴市と事業者との合意条件を，貴市と交
渉の上で（p.29，第４，４，（１），①）
記載するものと理解しております。
かかる理解に相違なければ，施工業務及び
維持管理・運営業務に関する貴市と事業者
との合意事項を定めるものであるため，契
約書の一部としていただきたく，ご検討を
お願いいたします。

見積り条件書は、本市が予定価格を算出す
るための参考資料にするものであることか
ら、契約書の一部にはなりません。
要求水準書（案）の第４の２項の（２）を
参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

40 質問
各種資料及び契約
書等の位置付け

29 第4 3 (2)
表

4.3.1

見積条件書は，契約書の一部ではなく，予
定価格算出の参考にとどまることとされて
いますが，見積条件書に記載された事項の
うち，履行条件等にかかるものについて
は，仕様書等の契約書の一部となる書類に
反映され，契約の一部を構成すると理解し
て宜しいでしょうか。

優先交渉権者決定後、見積条件が前提条件
書に反映された場合は、契約書の一部とな
ります。

41 質問 価格等の交渉 29 第4 4 (1) ①

「参考額」「予定事業規模」とは、それぞ
れ何を意味しているのでしょうか。

参考額の定義は、「国土交通省直轄工事に
おける技術提案・交渉方式の運用ガイドラ
イン（令和２年１月）」のP.78に示される
とおり、本事業に係る単なる目安であり、
神戸市契約規則に規定された予定価格では
なく、その範囲内での契約を要するもので
はありません。
予定事業規模は、本市が想定する事業規模
（事業想定額）を指します。

42 質問 価格等の交渉 29 第4 4 （1） ①

土木・建築関係の見積で用いる機器・材料
等の単価は事業者提案によるものと考えま
すが宜しいでしょうか。

設計時の交渉によります。

43 質問 価格等の交渉 29 第4 4 （1） ①

機械・電気関係の見積で用いる機器・材料
等の単価は事業者提案によるものと考えま
すが宜しいでしょうか。

No.42の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

44 質問 価格等の交渉 29 第4 4 （1） ②

工事実績又は資機材の支払伝票等、各種資
料については、事業者の秘密情報に該当す
る可能性もあります。事業者の秘密情報の
開示が義務付けられるものではないと理解
して宜しいでしょうか。

No.35の回答を参照ください。

45 質問
価格等の交渉の不
成立

30 第4 3 (3) 2) ①

価格等の交渉を不成立とした場合において
も，実施設計成果に対する支払いを行うも
のとされています。
実施設計に関する対価の金額は，技術提案
書と併せて提出する見積書に記載された金
額を，優先交渉権者決定後の設計業務委託
契約において貴市と優先交渉権者とで合意
し，価格等の交渉が不成立の場合であって
も，当該契約に定められた金額が支払われ
るものと理解しておりますが，かかる理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 意見 価格等の交渉 30 第4 4 (3) 2) ②

実施設計成果には、優先交渉権者の秘密情
報が含まれることが想定されます。実施設
計成果が次順位の交渉権者に開示されるこ
とによって、優先交渉権者の競争上の地位
が害されるおそれがありますので、開示範
囲は、事業者が承諾した範囲のみとしてい
ただきますようお願い致します。

技術提案・交渉方式は、優先交渉権者決定
後に設計業務委託契約を締結し、設計を
行った後、価格交渉を行う方式です。この
ため、優先交渉権者の地位が害されるとい
う理由により、設計成果の開示範囲が限定
されることは、本方式を採用した意義が薄
れるものとなります。このため、同項の
（３）の２）②及び③に示す規定に準じた
対応を行います。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

47 意見
優先交渉権者の特
許許諾

30 第4 4 (3) 2) ③

②において、市が権利の譲渡を受けるの
で、許諾の請求は市で行って頂くべき物と
思料します。見直しをご検討ください。

②の内容は、本市が実施設計成果品に対す
る著作権の譲渡を受けるものです。
③の内容は、当初の優先交渉権者の特許権
等を使用する場合は、次順位の交渉権者が
当初の優先交渉権者に対し特許権等の使用
許可申請をしていただくものです。

48 意見 現状のフロー 31 第4 5 (1)

図4.5.1において、⑥バイオマス受入設備の
汚泥は②汚泥消化設備にも移送されている
と考えます。また、②汚泥消化設備で発生
した消化ガスは⑤-2ガス精製設備にも供給
されていると考えます。⑤-1,2のガス精製
設備から発生した精製ガスは合流した後、
⑤-1,2中圧ガスホルダに貯留されていると
考えます。

ご理解のとおりです。

49 質問 消化槽加温ボイラ 32 第4 5 (2) 2)

現在ある加温ボイラは、事業者が提案する
消化槽加温ボイラのバックアップ機として
使用可能としてよろしいでしょうか。

バックアップ機としての使用は可能です
が、本市からの燃料の供給（消化ガスは除
く）は行いません。

50 質問
消化槽の加温シス
テム

32 第4 5 (2) 2)

消化ガス有効利用設備が点検整備を行う際
等、供給する廃熱が不足する場合、現状と
同様のこうべバイオガスを燃料として既設
ボイラーで加温することは可能でしょう
か。

No.49の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

51 意見
消化ガス精製設備
の維持管理

33 第4 6 (2)

5節(2)（p.32）において、消化ガス精製設
備は本工事とは別に改築を行うとあります
が、維持管理は本事業範囲内となっており
ます。
本設備の修繕は製作メーカに委託する必要
があると思われますので、評価の公平性を
確保する上で、事業範囲外として頂くべき
ものと思料します。

汚泥処理設備等の維持管理レベルは２であ
り、修繕業務を含んでいません。ただし、
P65の表6.3.3に示す保守管理業務の定期点
検は事業範囲とします。定期点検内容（仕
様）の詳細は公告時に示します。

52 質問
処理対象汚泥量の
適用

34 第4 6 (3) 1)

仕様決定に用いる処理対象汚泥量の提示が
行われていますが、この数値は下水汚泥由
来の数値であり、バイオマス受入による固
形物量変動は含まない数値と認識して宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

53 質問
処理対象汚泥量等
の適用

34 第4 6 （3） 1)

実施設計期間中にご提示いただいた各汚泥
性状を逸脱した場合、提案する処理能力に
ついて見直しが可能と考えて宜しいでしょ
うか。
また、維持管理期間中に汚泥性状の逸脱に
起因する処理コスト変動分については、金
額変更いただけるものと考えて宜しいで
しょうか。

実施設計期間中の各汚泥性状の変更に対し
ては、見直し可能です。
また、維持管理期間中の想定範囲の設定
は、設計期間中の前提条件書で網羅させ、
契約書の一部として取り扱います。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

54 質問 実施設計の汚泥量 34 第4 6 (3) 1)

応募者の提案で採用する汚泥量は提示いた
だいていますが、「実施設計において、設
計・施工及び維持管理・運営で用いる汚泥
量は前提条件書の協議において確定する」
とあります。汚泥量が変更になれば、施設
規模・事業費に影響がおよび、技術提案の
履行不可にもつながりかねないと考えてい
ます。特段の理由がない限り、提案時の汚
泥量で実施設計は行われるという理解で宜
しいでしょうか。

要求水準書に記載しているとおりです。た
だし、汚泥脱水機については、要求水準書
に記載している汚泥量（19.5t-DS/日）で提
案及び設計を行ってください。

55 質問 汚泥量の表記内容 34 第4 6 (3) 1)

記載の19.5t/日、15.9t/日は汚泥の固形物
量との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

56 質問
消化汚泥量、脱水
ケーキ量、消化ガ
ス発生量の予測値

38～40 第4 6 (3) 3)
エ、

オ、カ

ここで示されている予測値は、下水汚泥由
来の数値であり、バイオマス受入による固
形物量変動は含まない数値と認識して宜し
いでしょうか。
もし、外部バイオマスの受け入れを考慮し
た数値である場合は、受入物の質と量の情
報をご教示ください。

下水汚泥由来の数値となります。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

57 質問 消化ガス発生量 40 第4 6 (3) 3) カ

ここで示されている数値は、(4)項2)の表
4.6.10（p.44）に示される消化ガス組成と
しての量と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

58 質問 消化ガス発生量 40 第4 6 (3) 3) カ

消化ガス発生量の単位にNm3/日が採用され
ていますが、温度測定等、現場では、どの
ようにしてノルマル換算しているのかご教
示願います。

温度と圧力を想定し、温圧補正により換算
しています。

59 質問 消化ガス発生量 40 第4 6 (3) 3) カ

消化ガス有効利用事業において、貴市が供
給義務を負う発生量（最低売却量）をご教
示願います。

直近5か年の実績から検討すると10,000Nm3/
日を最低売却量に設定することを予定して
います。本市の最低売却量（＝事業者の最
低買取量）については、優先交渉権者決定
後の協議事項とします。

60 質問
こうべバイオガス
充填量

41 第4 6 (3) 3) キ

ここで示されている数値は、(4)項3)の表
4.6.11（p.44）に示されるバイオガス組成
としての量と理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

61 質問
リン回収設備汚泥
量の収支

43 第4 6 (3) 3)

リン回収設備において、受入汚泥量よりも
処理汚泥量の方が多いのは、リン回収の過
程で水マグ等の薬品を添加しているからと
の理解で宜しいでしょうか。

処理汚泥量には洗浄装置の廃水が含まれて
いるためです。

62 質問 硫化水素濃度 44 第4 6 (4) 2)、3)

消化ガス、バイオガス（精製ガス）のそれ
ぞれについて、硫化水素濃度の実績値があ
りましたら、ご教示ください。

配布資料2のH30のP.108とR1のP.78を参照く
ださい。

63 質問 消化ガスの組成 44 第4 6 (4) 2)

表4.6.10に硫化水素濃度について記載があ
りませんが、配布資料2の平成30年度、令和
元年度の実績値を設計値とすることで宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、バイオマス
受入事業で受け入れたバイオマスの性状等
により、消化ガスの組成が変わる場合は、
それを考慮した提案を行ってください。

64 質問 施設設置場所 46 第4 6 (5)

施設配置は、記載の設備等の撤去後スペー
ス以外にも協議により使用可能と考えて宜
しいでしょうか。

協議事項とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

65 質問
工事期間中のユー
ティリティ条件
（電気）

48 第5 １ （2） 1）

工事期間中の電力は、工事請負事業者の責
任において調達し、その費用を負担するこ
と、と記載がありますが、工事請負事業者
が電力会社と直接契約し、電力を使用する
との理解で宜しいでしょうか。貴市から供
給を頂けることはないのでしょうか。

本市で設置している作業用電源盤のMCCB容
量内であれば支給します（消化ガス有効利
用事業を除く。）。

66 質問 施工前の許認可 48 第5 1 （3）

事業者が貴市の関係官庁への申請、報告、
届出等に協力する際の費用負担とは、事業
者が書類作成等の協力をすることに要する
費用負担でしょうか。それとも貴市の申請
関係に要する費用負担でしょうか。

書類作成等に要する費用を指します。

67 質問
工程管理及び施工
管理

49 第5 1 (5) ③

工事請負事業者が補修工事等の義務を負う
基準が「本市の示す基準」とされています
が，工事請負事業者は各契約において貴市
と合意した基準を達成する義務を負ってい
ることから，工事請負事業者がかかる義務
を追うのは，各検査の結果が契約に定めら
れた基準に達しなかった場合であると理解
しております。
かかる理解で宜しいでしょうか。

各契約のうち、ＤＢＯと公設民営のバイオ
マス受入事業契約の工事請負契約は、本市
の工事請負契約約款がベースとなります。
このため、各検査の基準は、第３の（２）
の基準、仕様等を満足する必要がありま
す。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

68 質問 復旧 49 第5 1 (6)

他の施設，設備等の損傷，汚染などに関
し，不可抗力等の事業者がコントロールし
えない事由による場合や貴市の責に帰すべ
き事由に起因して発生したものについても
全て事業者が責任を負う合理性はないこと
から，これらの場合，実施方針（案）添付
資料２「事業に係るリスク分担」No.３２等
に従い，損傷や汚染の復旧に関する費用は
貴市においてご負担いただけるものと理解
して宜しいでしょうか。

ここでいう復旧は、施工に関する要求水準
です。想定している事象は、他の施設や設
備等への重機の衝突や工事に伴い発生する
濁水処理の不備などに対して、工事請負事
業者に負担を求めるものです。このため、
ご質問にある不可抗力や事業者がコント
ロールしえない事由などについては、リス
ク分担表に則り、発生した事象を把握した
上で、適切な負担者を決定します。

69 質問 検査対応 50 第5 1 (10)

貴市の「検査」とは，p.60（第５，５，
（２））に記載のある「立会検査」を指す
ものと理解して相違ありませんでしょう
か。
また，施工業務については，同頁に記載さ
れているとおり，立会検査の合格ではなく
試運転及び性能試験の結果に関する貴市の
ご承諾を得ることが引渡しの条件になるも
のと理解して宜しいでしょうか。

本市の検査は一般仕様書に示す完成検査、
出来高検査等の他に、監督員による検査
（確認含む）及び立会となります。また、
引渡しの条件は完成検査または部分検査の
合格が条件となります。

70
質問
意見

施工図等の提出 50 第5 1 (7)

施工計画書等についての貴市のご確認は，
対象の施工を開始する条件になりますで
しょうか。
当該確認を受けなければ施工を開始するこ
とができない場合，貴市のご確認の期限及
び貴市のご確認が当該期限に遅れた場合の
措置（施工の着手を認める，工期の延長や
請負代金額の変更を認める等）を各契約書
に規定していただきたく，ご検討をお願い
いたします。

施工開始の条件となります（消化ガス有効
利用事業を除く。）。
本市の確認行為に対する期限は特に設けま
せん。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

71 質問 保険 50 第5 １ (9)

工事請負事業者にて施工対象設備の施工に
際して加入する保険は記載されております
が、
維持管理業務期間において、事業者が加入
すべき保険は何がありますでしょうか。
また、貴市にて加入されている、もしくは
加入を検討されている保険をご教示頂けな
いでしょうか。

第三者賠償責任保険、火災保険等となりま
す。

72 質問
事業用地の土質条
件

51 第5 2 (2)

配布資料4において、ボーリング位置図と柱
状図が添付されていますが、柱状図の並び
が位置図の番号という理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。
詳細は以下のとおです。
①：ボーリングコード：KG05102
②：ボーリングコード：KG05101
③：ボーリングコード：KG05103
④：ボーリングコード：KG05007

73 質問
各種許認可及び申
請等

51 第5 2 （3） 1）

事業者が貴市の関係官庁への申請、報告、
届出等に協力する際の費用負担とは、事業
者が書類作成等の協力をすることに要する
費用負担でしょうか。それとも貴市の申請
関係に要する費用負担でしょうか。

書類作成等に要する費用を指します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

74 質問
各種許認可及び申
請等

51 第5 2 (3) 1)

貴市が関係官庁に申請、報告、届出を予定
されているものをご教示ください。

保安規程の変更等を想定しております。

75 質問
汚泥脱水設備等の
改築範囲

52 第5 3 (2) 　 　

汚泥脱水設備等の改築更新の対象機器につ
いて、現地調査等の結果既設流用が合理的
と判断された機器があった場合は該当機器
の既設流用提案を行なうことも可能でしょ
うか。

既設流用も可能としますが、維持管理は更
新した機器同様のレベル３対応とします。
また、維持管理も含めた事業期間内で改築
が必要となった場合は、以下に示す対応を
行っていただきます。
1）既設流用を選択し、事業期間内に改築が
必要となった場合は、事業者負担としま
す。
2）新設を選択し、新設した各機器等の目標
耐用年数を超過したもので改築が必要と
なった場合は、本市が別途対応します。

76 質問
汚泥脱水設備等の
改築範囲

52 第5 3 (2) 　 　

汚泥脱水設備等の改築更新の対象につい
て、汚泥貯留槽等の土木水槽内部の断面修
復、防食等は含まれるでしょうか。含まれ
る場合、劣化状況の判定が可能な情報提示
をお願い致します。

事業範囲に含んでいません。実際の工事に
当たっては、汚泥貯留槽等のプラント機械
設備等の設置時に劣化が進行している場合
などは、本市に報告した上で、適宜必要な
対応を協議することとします。

77 質問
汚泥脱水設備等の
改築範囲

52 第5 3 (2) 　 　

脱水機、棟監視室、電気室等の建築付帯設
備は今回の改築更新対象外と考えますがよ
ろしいでしょうか。

第５の４項の（３）のとおり、脱水機棟内
の汚泥処理設備等の改築工事に当たり、設
備の配置変更等の物理的要因により建築付
帯設備の更新が必要になる場合は、施工範
囲に含めるものとします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

78 質問
施工対象設備（機
械設備）に関する
要件

52 第5 3 （2） 4）

脱水ケーキ含水率は78％以下、SS回収率は
95％以上とありますが、本事業の維持管理
期間において、上記基準未達の場合の罰則
はありますでしょうか。

詳細は公告時に示します。

79 質問
施工対象設備（機
械設備）に関する
要件

52 第5 3 （2） 4）

脱水ケーキ含水率78%以下、SS回収率95%以
上は、汚泥性状の季節変動を踏まえ、通年
の分析値の平均値で満足していればよいと
考えますが宜しいでしょうか。

月ごとに判定します。

80 質問 設備計画 52 第5 3 (2) 4) ④

改築範囲に脱臭設備が含まれていますが、
配布資料5 事業範囲図（機械）p.14（当該
ページ下部にはp.88と記載）では、脱臭設
備が「①汚泥濃縮設備」と記載されていま
す。
これを踏まえて、脱臭設備は改築範囲に含
まるが、修繕は「委託レベル2」に含まれる
という認識で宜しいでしょうか。

脱臭設備（①汚泥濃縮設備）は改築対象で
はありません。改築対象は配布資料5の 事
業範囲図（機械）P.14の③汚泥脱水設備の
範囲に記載している脱臭設備です。そのた
め、③脱水設備の脱臭設備は委託レベル3で
あり修繕も含みます。

81 質問
段階的な改築更新
計画

53 第5 3 （1） 5） ③

使用しない既設(プラント機械及びプラント
電気設備)を全て撤去とありますが、受領し
たフロー図内にあるものを対象とし、フ
ロー図に無い設備を撤去する必要が発生し
た場合は、別途撤去費用についてご協議頂
けると考えて宜しいでしょうか。

撤去範囲などは、優先交渉権者決定後の協
議事項とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

82 質問
バイオマス受入設
備

53 第5 3 (3)

廃掃法の遵守を前提に、受入荷姿・運営方
法・運転要員体制等は事業者の提案による
との理解で宜しいでしょうか。

基本的にはご理解のとおり提案によるもの
ですが、景観や環境等を害するような状態
は許容できない場合があります。

83 質問
バイオマスの脱水
への影響

53 第5 3 (3) 4)

バイオマスの汚泥脱水設備の能力向上効果
は期待する項目で、要求水準項目ではない
と考えますが宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

84 質問
バイオマス受入設
備

53 第5 3 (3) 4)

所定の場所であれば、破砕・分別のような
前処理設備を、処理場内に設置することは
可能であるとの理解でよろしいでしょう
か。
また、上記処理により分離された消化槽に
投入しない廃棄物については、事業者が産
業廃棄物として適切に処理するとの理解で
宜しいでしょうか。

破砕・分別設備の設置場所は、バイオマス
受入事業の事業範囲内とします。
消化槽に投入しない廃棄物については、事
業者の責任において適切に処理してくださ
い。

85 質問 バイオマスの種類 53 第5 3 （3） 4） ①

後段の汚泥処理に適し、ガスの発生に寄与
するものであればバイオマスの種類は問わ
ないとの理解で宜しいでしょか。

好適バイオマスとしては、食品系バイオマ
スを想定しています。
好適なバイオマスとは、消化ガス発生量の
増加及び脱水能力の向上が期待できるもの
です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

86 質問
産業廃棄物処分業
許可の取得

53 第5 3 (3) 4) ④

バイオマス受入事業での産業廃棄物処分業
許可の取得は、構成企業員全てが対象では
なく、維持管理・運営を行う企業が取得す
るものとの理解で宜しいでしょうか。(乙型
JV時)

ご理解のとおりです。

87 質問
産業廃棄物処分業
許可の取得

53 第5 3 (3) 4) ④

バイオマス受入事業において、既存の食品
製造系バイオマス（スイーツ）と同等の受
入設備仕様の場合、処分業の区分は何にな
りますでしょうか。

バイオマス受入事業における維持管理・運
営業務は、民営事業の範疇として、適切な
処分業を取得してください。

88 質問
産業廃棄物処分業
許可の取得

53 第5 3 (3) 4) ④

バイオマス受入れ事業の維持管理において
は、複数で事業をおこなう場合でも、その
いずれかの企業が処分業の許可を取得すれ
ばよいとの理解で宜しいでしょうか。

バイオマス受入事業の維持管理業務を行う
企業は、原則、処分業の取得が必要です。

89 質問 設備計画 54 第5 3 (3) 4) ⑦

バイオマスの受け入れに関し，運搬も維持
管理・運営事業者の維持管理範囲とする旨
記載されています。
バイオマスの排出場所から受入設備までの
運搬については，排出事業者が自ら又は第
三者に委託して行うべきものと理解してお
りますが，維持管理・運営事業者が維持管
理業務として行う「運搬」は，具体的にど
のようなものを想定されているかご教示く
ださい。

運搬は排出事業者自ら又は委託した第三者
の範囲となります。
維持管理・運営事業者は、排出事業者又は
委託業者に対し、中間処理のマニュフェス
トを発行します。
維持管理・運営事業者の業務範囲の修正を
行います。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

90 質問 設備計画 54 第5 3 (3) 4) ⑦

「中間処理」とは，p.53，第５，３，
（３），４），②及びp.66の表６．３．４
にいう「前処理」を指すものと理解して宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

91 意見
マニフェストの管
理

54 第5 3 （3） 4） ⑦

汚泥消化槽にて多数を占める下水汚泥と混
合され、ガスを発生させた後の残渣につい
ては、下水汚泥と分離不可となり、その後
は下水処理としてのフローの中で処理され
ることになります。このことから産業廃棄
物の処理（最終処分）としては汚泥消化槽
にてガスを発生させた時点で完了している
と考えられるのではないでしょうか。
汚泥消化槽以降は産業廃棄物処理ではなく
下水処理なので、その後の汚泥脱水機で脱
水汚泥（＝産業廃棄物）が発生すします
が、ここで発生した産業廃棄物である脱水
汚泥は東灘下水処理場から発生した産業廃
棄物であり、前段の地域バイオマス処理と
しての産業廃棄物処理とは一旦縁切られて
いると考えられるのではないでしょうか。
この場合は、汚泥消化槽でのガス発生期間
をもってマニフェスト伝票のＥ表に処理完
了日を記入できると考えられますので、マ
ニフェストの管理においては、運搬、中間
処理、最終処分までを維持管理・運営事業
者の維持管理範囲とするのが現実的ではな
いでしょうか。

受け入れたバイオマスは、東灘処理場の下
水汚泥と混合されて処分されます。このた
め、バイオマス排出事業者は、Ａ、B2票を
もって処分終了とみなすことになります。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

92 質問 設備の設置 54 第5 3 （3) 4) ⑧

設備の設置に当たっては、事業者判断で利
用可能な既設バイオマス受入設備の全部ま
たは一部を利用出来るとの理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、バイオマス受入事業における維持
管理・運営業務（修繕等含む。）は事業者
の負担となります。
また、当初、既設利用していた設備を更新
する場合も事業者の負担となります。

93 質問
既設バイオマス受
入れ設備

54 第5 3 （3） 4） ⑧

応募者又は優先交渉者の提案内容により必
要箇所を撤去・更新とありますが、既設を
そのまま又は補修して利用することも提案
可能との理解で宜しいでしょうか。

NO.92の回答を参照ください。

94 質問 設備計画 54 第5 3 (3) 4) ⑨

「対象設備」とは，バイオマス受入設備の
改築に伴って撤去した設備を指すご趣旨と
理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

95 質問 電気責任分界点 56 第5 4 (2)

今回の設備への電源送りのために、既設動
力主幹盤のブレーカサイズ変更等の改造が
必要になった場合、貴市の負担で実施され
るとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

96 質問
電気設備に関する
要件

56 第５ 4 (2) 1)

動力制御設備において、台数・構成は任意
とするとの記載がありますが、動力制御盤
方式では無く、コントロールセンター・リ
レー盤方式でもよろしいでしょうか？

一般仕様書のとおり、動力制御盤方式とし
てください。

97 質問
計装設備、監視制
御設備の電源容量

57 第5 4
(4)、
(5)

それぞれ「無停電電源装置の容量
（7.5kVA）を上限」とありますが、各
7.5kVA以下でしょうか。あるいは合計で
7.5kVA以下でしょうか。

合計7.5kVAです。

98 質問
電気設備に関する
要件

58 第５ 4 (5) 4) ②

管理棟から脱水設備の監視業務を行うのが
市の場合、脱水設備の監視項目は主要項目
の一括監視なのか詳細監視なのか、監視レ
ベルに関する要求はどの様にお考えでしょ
うか？

管理棟に設置する監視装置は、監視用では
なく、モニタリング用として設置します。
信号などについては優先交渉権者決定後の
協議事項とします。

99 質問
電気設備に関する
要件

58 第５ 4 (5) 4) ②

管理棟から、汚泥脱水設備の監視が行える
ものとするとの記載がありますが、応募者
の提案により管理棟に設置の既設の監視制
御ｼｽﾃﾑへ汚泥脱水設備の信号を取り込むこ
とは可能でしょうか？

既設の監視制御システムへ汚泥脱水設備の
信号を取り込むことは可能です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

100 質問
電気設備に関する
要件

58 第５ 4 (5) 4) ②③

②管理棟から汚泥脱水設備の監視、③脱水
機棟から市が所有するWEB監視装置にて汚泥
処理設備の監視制御を行うの記載がありま
すが、脱水機棟から監視制御業務を行うの
は事業者、管理棟から監視するのは市との
認識でしょうか？

ご理解のとおりです。

101 質問
電気設備に関する
要件

58 第５ 4 (5) ５) ①

責任分界点の記載について、既設中央監視
設備の改造等は本事業に含まれないという
解釈でよろしいでしょうか。
その場合、何らかの形で既設中央監視を改
造する工事等は別途発注となり、本事業に
支障の出ないように、貴市にてご対応いた
だけるものと考えますがよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

102 質問
電気設備に関する
要件

58 第５ 4 (5) 5) ①②

既存システムとの責任分解点について記載
されていますが、応募者の提案により、既
設のシステムへ直接接続する提案をしても
よろしいでしょうか？

提案は可能です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

103 質問
監視制御設備の責
任分界点

58 第5 4 (5) 5) ②

段階的な改築更新にあたり、更新完了まで
の途中段階において仮設設備など一時的に
使用する機器が発生した場合、その監視に
伴う既設中央監視設備の改造も事業範囲外
と考えて良いでしょうか？

事業範囲外ですが、改造内容等詳細は、優
先交渉権者決定後の協議事項とします。

104 質問
試運転及び性能試
験

59 第5 5 (1) 1)

「運転は、原則として実負荷運転を実施す
ること」と記載がありますが、バイオマス
受入事業においては、同貢②に記載の通り
「運転に必要な汚泥等を本市が供給する」
とありますので、貴市が試運転用のバイオ
マスを供給頂けるとの理解で宜しいでしょ
うか。
試運転着手前の処分業の許可取得は不要と
認識しております。

試運転用の余剰汚泥は供給します。
試運転までに処分業の許可取得は必要で
す。

105 質問 試運転 59 第5 5 (1) 2) ①

貴市の責めにより故障及び不具合が生じた
場合は、かかる改善の費用負担は貴市にて
ご負担いただけるとの理解で宜しいでしょ
うか。

発生した事象を把握した上で、適切な負担
者を決定します。

106 質問 B-DASH事業施設
61

62？
第6 2 （１）

B-DASH事業施設を本件受注者が継続して運
転・維持管理する場合、当該設備の技術情
報等は詳らかにしていただけると考えて宜
しいでしょうか。

運転・維持管理に必要な情報は提示しま
す。
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回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

107 質問 労働環境 61 第6

維持管理・運営者が常時使用できる専用の
（独立した）事務所は貸与して頂けますで
しょうか。また、維持管理・運営者が使用
できる休憩室があると考えて宜しいでしょ
うか。

脱水機棟内にある事務所・休憩室・シャ
ワー・給湯室（浴槽なし）を貸与する予定
です。

108 質問
維持管理・運営に
関する要求水準

61 第６

市にて保有する汚泥処理設備や今回建設す
る汚泥脱水設備の情報は、事業者の事務所
等でも自由に監視できる仕組みを構築して
もよろしいでしょうか？(セキュリティを考
慮したシステム構築が前提です）

問題ありません。

109 質問
返流水へのポリ鉄
添加

61 第6 1 ⑥

返流水の水質対策としてのポリ鉄添加は、
脱水機棟内の廃液槽への注入を示している
との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

110 質問 宿直者等 61 第6 1 ⑩

「夜間は宿直者等の常駐者を1名以上配置す
ること」とありますが、「宿直」と労働を
伴う「夜勤」では人件費が大きく異なりま
す。貴市が想定する「宿直者等」はどちら
でしょうか。

宿直を想定していますが、事故、故障等の
復旧対応については、宿直者を含めて複数
人での対応を求めます。
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◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

111 質問 夜間常駐者 61 第6 1 ⑩

受入バイオマス事業においては、バイオマ
ス受入が日中のみの場合、夜間の常駐者配
置は不要として宜しいでしょうか。

本事業対象施設全体で宿直者1人以上を配置
してください。バイオマス受入設備のみで
夜間の常駐者を配置する必要はありませ
ん。

112 質問
自家用電気工作物
保安規程

61 第6 1 ⑬

貴市の保安規程に従うということですが、
電気保安管理業務は貴市にて実施するとい
う認識で宜しいでしょうか。

電気保安管理業務は、事業者が主体で本市
の保安規程に従い実施し、東灘処理場の電
気主任技術者に報告してください。場合に
よっては、東灘処理場の電気主任技術者の
指示に従ってください。

113 質問 業務範囲 63 第6 3 (1)
表

6.3.1

図中●印は維持管理・運営事業者の裁量に
委ね、本書で定める要件の制約を受けない
との記載があります。これにより、例えば
P.66,67に記載されている業務概要も参考と
考え、施設性能を維持するために必要な実
施内容を事業者にて計画し実施できると理
解して宜しいでしょうか。

バイオマス受入設備については、配布資料
６の耐用年数を基に適切な維持管理を実施
し、P.89の第７の２項の（３）に規定する
施設の状態を維持する限り、必要な実施内
容を事業者にて計画し実施していただいて
構いません。また、消化ガス有効利用設備
については、ご理解のとおりです。ただ
し、いずれの設備についても、当該設備の
施設状態により、その他の設備に悪影響を
及ぼすことのないように留意してくださ
い。
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回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

114 質問

維持管理・運営業
務の業務範囲
運転操作監視業務
について

63 第6 3 (1)
表

6.3.1
②

要求水準を満足する前提の下、汚泥脱水設
備並びに汚泥処理設備の運転操作監視者
に、バイオマス受入設備と消化ガス有効利
用設備の運転操作を兼務させる事は可能で
しょうか。

各業務の兼務は可能ですが、各事業で契約
する企業と運転操作員の整合が図れている
ことが前提となります。
ただし、バイオマス受入設備に関しては、
産業廃棄物処分業を取得した企業が実施し
てください。

115 質問 植栽管理 64 第6 3 (１)

植栽管理の具体的な範囲、頻度や除草の有
無について、ご教示ください。

本事業対象施設に隣接する植栽を対象と
し、詳細な範囲は優先交渉権者との協議時
に決定します。作業内容は低木の剪定と草
刈、施肥作業を想定していますが、事業者
の判断により適切な管理を行ってくださ
い。

116 質問 清掃業務 64 第6 3 (１)

清掃業務の具体的な範囲や頻度について、
ご教示ください。

詳細は公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

117 質問 運営業務 64 第6 3 （２） １）

「運営業務」下段における、「各種データ
等の記録、保管、報告」については、事業
者が提案する電子媒体による情報共有手法
で宜しいでしょうか。

情報提供の方法はご理解のとおりです。た
だし、記録、保管、報告するデータの種類
や内容については、優先交渉権者決定後の
協議事項とします。

118 質問
汚泥脱水設備等の
保守管理業務

64 第6 3 （２） １）

正確な積算を行うため、過去の実績は公告
時に開示していただけると考えて宜しいで
しょうか。また、事業範囲内の他設備につ
いても同業務についても実績を開示してい
ただけないでしょうか。

定期点検、法定点検等の業務内容等につい
ては公告時に示します。その他、補修等に
ついては、事業者で想定してください。

119 質問 保全管理業務 64 第6 3 （２） １）

「下水道施設・設備情報システムへの入
力」は貴市が行うとの理解で宜しいでしょ
うか。また、当該システムは貴市所有物と
考えて宜しいでしょうか。１）以降の同様
記述についてもご教示ください。

本市が貸与するシステムへ故障・不具合事
項、保守等の記録を事業者にてに入力をし
てください。
当該システムは市の所有物です。
２)、３）についても上記同様の考え方で
す。
４）については、市所有の施設ではないた
めデータの入力は不要です。
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◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

120 質問
環境整備業務
（清掃）

64 第6 3 （２） １）

清掃には池（槽）清掃を含みますでしょう
か。過去に池（槽）清掃を実施しておりま
したら、実績（仕様・数量・金額等）を提
供して頂けませんでしょうか。また、事業
範囲内の他設備でも同業務についても実績
を開示していただけないでしょうか。

環境整備業務は、対象となる施設内の日常
的な清掃を指しており、池（槽）清掃は含
んでいません。事業者が実施する池（槽）
等の清掃は、配布資料8「点検等一覧表」に
示す内容と頻度です。詳細は公告時に示し
ます。

121 質問
環境整備業務
（植栽管理）

64 第６ 3 （２） １）

植栽管理について、範囲・頻度等の仕様を
開示して頂けませんでしょうか。また、事
業範囲内の他設備でも同業務について実績
を開示していただけませんしょうか。

No.115の回答を参照ください。

122 質問 物品その他の調達 64 第6 3 （２） １）

物品調達について、数量・仕様等の仕様を
開示して頂けませんでしょうか。また、事
業範囲内の他設備でも同業務について実績
を開示していただけませんしょうか。

P.79の第６の７の（２）及び（３）に示し
ますが、詳細は公告時に示します。

123 質問 薬品、脱臭剤 64 第6 3 （２） １）

現在使用されている薬品、脱臭剤の種類と
数量について情報を提供して頂けませんで
しょうか。また、事業範囲内の他設備につ
いても同業務についても実績を開示してい
ただけないでしょうか。

詳細は公告時に示します。
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◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書
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要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

124 質問
業務範囲と業務概
要

64 第6 3 (2) 1)

表
6.3.2
維持管
理業務

土木建築設備及び建築付帯設備(脱水機棟)
の定期点検及び「整備」とありますが、
「整備の定義」はどのような作業かご教示
ください。(表6.3.3も同様です)

建築付帯設備等の性能及び機能を維持する
目的で定期的又は継続的に行う注油、小部
品の取替え、消耗品類の交換等を想定して
います。

125 質問
対象施設と業務範
囲

64 第6 3 (2) 1)

表
6.3.2
修繕業

務

委託レベル3となるのは、汚泥脱水設備の更
新に伴って改築更新が設備計画上必要と
なったものに限るという理解で宜しいで
しょうか。(設備計画上関与しない脱水機棟
の建屋設備などが老朽化に起因する更新と
なった設備はレベル2)

ご理解のとおりです。汚泥脱水設備等の更
新前は委託レベル２と想定しています。

126 質問
維持管理・運営業
務の業務範囲

64 第6 4 (2)

汚泥処理・脱水設備の電気設備の業務範囲
の詳細をご教授下さい。
■保安規定に基づく年次点検及び月次点検
が含まれるか。
停電作業等

保安規程に基づく年次点検及び月次点検が
含まれます。ただし、高圧受変電設備につ
いては、本市で実施します。
高圧受変電設備の点検等に伴って、東灘処
理場の電気主任技術者（本市で選任）から
の指示により事業者の維持管理・運営業務
の範囲で必要となる停電作業等を実施して
ください。
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要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

127 質問
維持管理・運営業
務の業務範囲

64 第6 4 (2)

脱臭剤の調達ですが、調達だけではなく、
交換作業も含まれるかご教授下さい。ま
た、各年度毎の対象設備・交換量及び脱臭
剤の仕様等の指定があればお示し下さい。

交換作業も含まれます。脱臭剤の種類と交
換量の実績を参考として要求水準書にて提
示する予定ですが、事業内容に応じて事業
者で適切な条件を選定してください。

128 質問
維持管理・運営業
務の業務範囲

64 第6 4 (2)

本件において、こうべバイオガスステー
ションの運営期間の見通し・計画があれば
お示し下さい。

現時点では、P.14の第２の４項の（３）に
示すとおりです。社会情勢等の変化により
要求水準に示す運営期間、内容等に大幅な
変更が生じる場合は、事業者と協議しま
す。

129 質問

こうべバイオガス
ステーションでの
天然ガス自動車へ
の充填業務

65 第6 3 （２） ２）

現在、天然ガス自動車へ充填する際、1台当
たりの業務人工数と充填所要時間をご教示
願います。

天然ガス自動車への充填作業は、現在１人
で対応し、所要時間は１台当たり約５分で
す。

130 質問 保全管理業務 65 第6 3 （２） ２）

「年度別修繕計画の策定のための試料及び
データの収集の協力」とありますが、P64の
同業務に記載のある「年度別修繕計画の策
定」とは業務内容が異なるのでしょうか。

「試料」については、「資料」の誤記で
す。
汚泥脱水設備等に係る修繕計画を事業者で
策定することに対して、汚泥処理設備等の
修繕計画を本市で策定するため、設備の健
全度を判断する上で必要となる点検や調査
の協力を規定したものです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

131 意見 汚泥処理設備等 65 第6 3 (2) 2)

表
6.3.3
維持管
理業務

表6.3.3中「環境整備業務」の一つ目の
「・」につきまして、「格納する」という
文言が重複しており、誤字と思われますの
で訂正をお願い致します。

ご指摘のとおり、誤字です。
修正したものを公告時に示します。

132 意見
バイオマス受入設
備

66 第６ 3 (2) ３）

運営業務（バイオマス受入）のなかで、マ
ニフェストの記載がありますが、マニフェ
スト業務における貴市業務範囲と事業者業
務範囲を、もう少し明確に明記いただきま
すようお願いいたします。

バイオマス受入事業における、マニュフェ
スト業務の事業者範囲は、B2票発行までと
します。

133
質問
意見

バイオマス受入設
備

66 第６ 3 (2) ３）

バイオマス等の処分料は余剰汚泥との混同
汚泥を指すとのことですが、具体的にどの
ように費用を算出することになるのでしょ
うか。
余剰汚泥の性状・量は水処理起因のもので
あり、本事業の範囲外かと考えますので、
バイオマス等の処分料に混合汚泥は含めて
いただかないことを要望します。

処分料は混合汚泥に対してではなく、下水
汚泥との混合後の汚泥に含まれるバイオマ
ス量に対して徴収します。
処分単価は固形物量を改め、混合汚泥に含
まれるバイオマス量とし、500から800円/m3
を想定しています。詳細は公告時に示しま
す。
費用算出方法は非公表です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

134 質問
対象施設と業務範
囲

66 第6 3 (2) 3)

表
6.3.4
修繕業

務

バイオマス受入設備の修繕に関し、表6.3.1
では修繕に関しては事業者の裁量が認めら
れていますが、更新の取扱についてご教示
ください。

バイオマス受入設備の民営業務開始前の更
新費については、本市負担とします。ま
た、更新後の事業期間における耐用年数超
過等による更新が必要な場合についても本
市負担としますが、使用料の見直しを行い
ます。
既存設備を流用した場合、民営業務開始以
降の更新は事業者負担とします。

135 質問
対象施設と業務範
囲

66 第6 3 (2) 3)

表
6.3.4
修繕業

務

バイオマス受入設備の修繕に関し、事業者
の裁量で実施する範囲は改築更新された範
囲のみと考えて宜しいでしょうか。
改築の対象とならない、既存設備を流用す
る範囲（土木・建築設備含む）の修繕につ
いては所謂レベル２相当（修繕は事業者の
見積範囲に含まない）と考えて宜しいで
しょうか。

既存施設を流用する場合、プラント設備は
レベル３、土木、建築、建築設備はレベル
２相当とお考えください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

136 意見
マニフェストの管
理

66 第6 3 （2）
表

6.3.4

汚泥消化槽にて多数を占める下水汚泥と混
合され、ガスを発生させた後の残渣につい
ては、下水汚泥と分離不可となり、その後
は下水処理としてのフローの中で処理され
ることになります。このことから産業廃棄
物の処理（最終処分）としては汚泥消化槽
にてガスを発生させた時点で完了している
と考えられるのではないでしょうか。
汚泥消化槽以降は産業廃棄物処理ではなく
下水処理なので、その後の汚泥脱水機で脱
水汚泥（＝産業廃棄物）が発生すします
が、ここで発生した産業廃棄物である脱水
汚泥は東灘下水処理場から発生した産業廃
棄物であり、前段の地域バイオマス処理と
しての産業廃棄物処理とは一旦縁切られて
いると考えられるのではないでしょうか。
この場合は、汚泥消化槽でのガス発生期間
をもってマニフェスト伝票のＥ表に処理完
了日を記入できると考えられますので、マ
ニフェストの管理においては、運搬、中間
処理、最終処分までを維持管理・運営事業
者の維持管理範囲とするのが現実的ではな
いでしょうか。

No.91の回答を参照ください。

137 質問 地域住民対応 67～68 第6 3 （２）
３）
４）

バイオマス受入設備と消化ガス有効利用設
備にのみ、その他業務として「地域住民対
応」が明記されている理由についてご教示
ください。過去に同設備において地域住民
対応に関する事案が発生したのでしょう
か？情報提供をお願い致します。

当該事業は、民営事業として実施されるた
め、事業内容に関する地域住民からの問合
せに対して、事業者対応を行うことを求め
たものです。
過去に同設備において、地域住民対応に関
する事案が発生した事実はありません。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

138 質問 維持管理業務量 68 第6 4

「第4の6項の（３）のとおりとする」とあ
りますが、同項目は処理対象汚泥について
の記載となっています。維持管理業務量と
いう言葉とは違和感がありますが間違いな
いでしょうか。

維持管理業務の対象となる汚泥量を示して
います。

139 質問
脱水ケーキの引渡
し

68 第6 5 （3)

「東部スラッジセンターへ車両にて搬送す
る」とありますが、車両は事業者にて用意
する必要がありますか。また、公道を走行
するとなると神戸市様より産業廃棄物収集
運搬業の許可をいただく必要があると考え
ますが、いかがでしょうか。

東部スラッジセンターへの搬送は、本市が
行います。事業者で車両を用意する必要は
ありません。

140 質問 バイオマス処分料 69 第5 5 （4）
表

6.5.1

処分料については、余剰汚泥との混合汚泥
中の固形物量に対して発生するということ
でしょうか。

NO.133の回答を参照ください。

141 意見 バイオマス処分料 69 第5 5 （4）
表

6.5.1

余剰汚泥との混合汚泥中の固形物量とのこ
とですが、余剰汚泥については地域バイオ
マス受入とは関係が無いため、地域バイオ
マス相当分に対してのみ対象としていただ
けないでしょうか。

NO.133の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

142 質問 バイオマス処分料 69 第5 5 （4）
表

6.5.1

余剰汚泥との混合汚泥中の固形物量につい
て算出方法をご教授お願いいたします。

NO.133の回答を参照ください。

143 意見 バイオマス処分料 69 第5 5 （4）
表

6.5.1

処分料の算出について、排出事業者からの
受入重量に対して算出する方法は検討でき
ないでしょうか。

処分料は汚泥処理等にかかるコストにより
算出するため、排出事業者の受入量に対し
て算出いたしません。

144 意見
バイオマス処分
料、使用料

69 第5 5 （4）
表

6.5.1

ご提示いただいた使用料、処分料について
は事業の採算面を考えると非常に厳しい金
額になります。減額を検討いただけないで
しょうか。

NO.133の回答を参照ください。

145 質問 使用料・処分料 69 第6 5 (4)

バイオマス受入設備使用料及びバイオマス
分の処分料の算定式をご教示ください。産
業廃棄物処分業取得手続き時に提出する事
業計画書策定に必要となります。

使用料は改築する受入設備の月額償却費で
す。処分料は公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

146 質問 処分料 69 第6 5 (4)

処分料単価の分母は、実施方針（案）p.5で

は「t」、要求水準書（案）p.69では「m3」
となっています。
どちらが正しいでしょうか。

「m3」です。処分料については、No.133の
回答を参照ください。

147 質問
バイオマス分の処
分料

69 第6 5 (4)

処分料単価について、表6.5.1 に固形分
ベースであり、備考欄に「※余剰汚泥量と
の混合汚泥を指す。」とあります。
これは、汚泥脱水設備に投入される固形物
を示しており、汚泥消化後の固形物量ベー
スであると考えてよろしいでしょうか。

NO.133の回答を参照ください。

148 質問
バイオマス分の処
分料

69 第6 5 (4)

処分料単価について、表6.5.1 に固形分
ベースであり、備考欄に「※余剰汚泥量と
の混合汚泥を指す。」とあります。
これは汚泥希釈前の受入バイオマスの固形
物量ベースであると考えてよろしいでしょ
うか。

NO.133の回答を参照ください。

149 質問 バイオマス処分料 69 第6 5 （4）
表

6.5.1

「バイオマス分の処分料」については地域
バイオマスを排出事業者から受入計量した
数量に対して発生するのではなく、汚泥脱
水機後の残渣量（固形物）に対して発生す
ると理解してよいでしょうか。

NO.133の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

150 質問 バイオマスの受入 69 第6 5 (4)
表

6.5.1

バイオマスの処分料について、単位が千円
/m3(固形物)と示されていますが、千円
/"t(乾燥固形物)" との理解で宜しいでしょ
うか。

NO.146の回答を参照ください。

151 質問
バイオマス分の処
分料

69 第6 5 (4)
表

6.5.1

処分単価は、バイオマス受入時点、消化後
など、どの段階での固形物量かご教示くだ
さい。
また、その固形物量の測定は、どのような
ものを想定されていますでしょうか。

NO.133の回答を参照ください。

152 質問
バイオマス分の処
分料

69 第6 5 (4)
表

6.5.1

バイオマス処分料の設定に固形物量を用い
られておりますが、バイオマス受入れの都
度固形物量の分析をする予定でしょうか。
それとも、定期的に運ばれるバイオマスは
年に１度程度の確認を予定されております
でしょうか。運営費試算において、分析費
用の算出に必要となります。

配布資料７_分析業務一覧を参照ください。

153 意見
バイオマス受入設
備使用料・バイオ
マス分の処分料

69 第6 5 (4)
表

6.5.1

表6.5.1にご提示いただいたバイオマス受入
れに係る処分料及び使用料では、事業の採
算性が厳しいため、バイオマス分の処分料
を半額程度まで減額いただけないでしょう
か。

ご意見として承ります。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

154
質問
意見

バイオマスの受入
れ

69 第6 5 （4）
表

6.5.1

処分料・使用料は(参考値)と示されていま
すが、本数値はどのように決定されます
か。事業者からの提案値とされるのでしょ
うか。
表6.5.1に示す設備使用料および処分料を貴
市に支払うとありますが、設備使用料につ
いては予め決定するものでなく、バイオマ
ス受入設備の改築費を基に事業者との交渉
により決定いただきたいと考えます。

処分料・使用料の算出根拠は非公表です。
使用料については、No.145の回答を参照く
ださい。

155 質問 処分料の算出方法 69 第6 5 (4)
表

6.5.1

処分料の対象が混合汚泥とありますが、バ
イオマスと混合する余剰汚泥は産廃ではな
いため、処分料の対象からは除外されるべ
きと考えますが宜しいでしょうか。

NO.133の回答を参照ください。

156 質問
消化ガス有効利用
設備

69 第6 5 (5)

土地使用料や水道使用料は貴市へ支払うこ
ととなりますが、単価についてご教示くだ
さい。

詳細は公告時に示します。

157 質問 土地使用料等 69 第6 5 (5) 2)

消化ガス有効利用設備の設置に必要な敷地
等ならびに水道に対する使用料等に関する
単価をご教示願います。

詳細は公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

158 質問
対象施設と業務範
囲

71 第6 ６ (1)

ﾘﾝ回収設備の不定期な運転に適切に対応す
るため、現状の運転ﾏﾆｭｱﾙ、用役、修繕等の
実績、発注先、(修繕等の)契約金額等の情
報開示は可能でしょうか。

NO.118の回答のとおりです。

159 質問 運転管理指標 71 第6 ６ (1) 1)

SS回収率は汚泥処理量と脱水機分離液中の
SS濃度を基に算出、脱水ケーキ含水率は脱
水機のケーキ出口部の脱水ケーキの含水率
の分析値で評価すると考えますが宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
詳細なサンプリング箇所、方法について
は、優先交渉権者決定後の協議事項としま
す。

160 質問
脱水ケーキの引渡
しに係る管理

71 第6 6 (1) 2)

脱水ケーキの搬出作業を維持管理・運営事
業者が行うこととされていますが，貴市が
行う脱水汚泥の搬出（p.10，第２，３，
（４），１），③，オ）の補助（積み込み
作業等）を行うものと理解して宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。オの「脱水汚泥の搬
出」はトラックへの汚泥搬出を指し、事業
者が行います。トラックへ搬出された後の
スラッジセンターへの搬送は本市で実施し
ます。

161 質問
こうべバイオガス
ステーション

72 第5 6 (5)

こうべバイオガスステーションの業務範囲
において、保安検査前に実施する、定期整
備（メーカー点検等）は、本業務の範囲で
あるかご教授下さい。

本業務の範囲です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

162 質問
バイオマス受入設
備

72 第6 6 （３）

バイオマス収集運搬業者の選定は、本事業
者の裁量に委ねると理解します。従いまし
て、事業期間中に収集運搬業者の変更も可
能と考えて宜しいでしょうか。

事業者の裁量に委ねるため、変更も可能と
考えます。

163 質問
バイオマス受入設
備

72 第6 6 (3)

バイオマスの受け入れに関し，運搬も維持
管理・運営事業者の維持管理範囲とする旨
記載されています。
バイオマスの排出場所から受入設備までの
運搬については，排出事業者が自ら又は第
三者に委託して行うべきものと理解してお
りますが，維持管理・運営事業者が維持管
理業務として行う「運搬」は，具体的にど
のようなものを想定されているかご教示く
ださい。

NO.89の回答を参照ください。

164 質問 バイオマスの種類 72 第6 6 （3）

後段の汚泥処理に適し、ガスの発生に寄与
するものであればバイオマスの種類は問わ
ないとの理解で宜しいでしょか。

NO.85の回答のを参照ください。

165 質問 地域バイオマス 72 第6 6 (3)

地域バイオマスの定義をご教示ください。
(市内限定、市外も一部可等)

受入れるバイオマス量は、受入れ総量の６
割以上を市内のバイオマスとしてくださ
い。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

166 質問 用役 72 第6 6 (3)

バイオマス受入事業での用役については、
事業者負担との理解で宜しいでしょうか。
事業者負担の場合、用役単価(電気・水道)
をご教示ください。

ご理解のとおりです。
単価については、公告時に示します。

167 質問
バイオマス受入設
備 運用日数

72 第6 6 (3)

年間の受入日数は、事業者提案によるもの
との理解で宜しいでしょうか。

詳細は公告時に示します。

168 質問
バイオマス受入設
備

72 第6 6 (3) ①

「下水道に好適なバイオマスを選定するこ
と。」とありますが、一般廃棄物の受入れ
は不可との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

169 質問 バイオマスの種類 72 第6 6 (3) ①

「下水道に好適なバイオマスを選定するこ
と」と記載ありますが、好適性判断は性状
分析を基に事業者側で実施してよいとの理
解で宜しいでしょうか。

技術提案時においては、ご理解のとおりで
す。ただし、優先交渉権者決定後のバイオ
マスの適性判断は、本市との協議事項とし
ます。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

170 意見
マニフェストの管
理

72 第6 6 （3） ②

汚泥消化槽にて多数を占める下水汚泥と混
合され、ガスを発生させた後の残渣につい
ては、下水汚泥と分離不可となり、その後
は下水処理としてのフローの中で処理され
ることになります。このことから産業廃棄
物の処理（最終処分）としては汚泥消化槽
にてガスを発生させた時点で完了している
と考えられるのではないでしょうか。
汚泥消化槽以降は産業廃棄物処理ではなく
下水処理なので、その後の汚泥脱水機で脱
水汚泥（＝産業廃棄物）が発生すします
が、ここで発生した産業廃棄物である脱水
汚泥は東灘下水処理場から発生した産業廃
棄物であり、前段の地域バイオマス処理と
しての産業廃棄物処理とは一旦縁切られて
いると考えられるのではないでしょうか。
この場合は、汚泥消化槽でのガス発生期間
をもってマニフェスト伝票のＥ表に処理完
了日を記入できると考えられますので、マ
ニフェストの管理においては、運搬、中間
処理、最終処分までを維持管理・運営事業
者の維持管理範囲とするのが現実的ではな
いでしょうか。

No.91の回答を参照ください。

171 質問 地域バイオマス 72 第6 6 （3） ②

外部からの地域バイオマスの受入について
は、神戸市内発生分を主体とし近隣市町か
らの受入も可能と考えてよいでしょうか。

No.165の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

172 質問
バイオマスの受入
設備

72 第6 6 （3） ②

マニフェストの運用について、消化槽投入
時に受入事業者から貴市へマニフェストを
発行し、貴市からの処分完了通知を以て排
出元へマニフェストE票の発行という考え方
で宜しいでしょうか。また、その際、貴市
からの処分完了時期は焼却灰の埋め立て迄
と想像しますが、処分完了時期は排出元が
搬出後180日以内に完了するものと考えて宜
しいでしょうか。

No.91の回答を参照ください。

173 質問 修繕業務 75 第6 7 (1) 4)

汚泥脱水設備等に関する修繕業務について
のみ記載されていますが，汚泥処理設備等
に関する業務範囲に含まれる軽微な修繕
（p.65，表６．３．３）ついて，その内容
をご教示ください。

P.2の第１の３項に示す「軽微な修繕」で定
義する内容です。

174 質問 修繕業務 75 第6 ７ （1) 4) ①

既設設備の修繕におきましては、配布資料2
管理年報に記載のある整備事業費用のう
ち、”単”と記載されたものが本事業に含
むものと考えてよろしいでしょうか。ま
た、”公”は業務対象外である”更新”に
該当すると考えてよろしいでしょうか。一
方、本事業において更新または新設対象施
設においても同様の考え方でよろしいで
しょうか。

汚泥脱水設備等及びバイオマス受入設備に
ついては、以下の①と②以外が本事業の対
象です。
①「下水道ストックマネジメント支援制度
に基づく国の交付金を活用して実施する修
繕
②”公”または”単”に関係なく、既存設
備を撤去・廃棄し、代わりに新たな設備を
設置すること。
また、汚泥処理設備等の既存設備について
は、「軽微な修繕」のみが本事業の対象で
す。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

175 質問 修繕業務 75 第6 7 （１） 4） ①

汚泥脱水設備等の定期修繕には大規模修繕
なども含むとの認識で宜しいでしょうか。
(改築を含まない修繕は事業者範囲との認識
です)

ご理解のとおりです。

176 質問 修繕業務 75 第6 7 （１） 4）
①
エ

突発的故障修繕が業務範囲とされている点
について、定義において、「予期しない故
障などにより」とされていますが、予期し
ないものの費用を見込むのは不可能である
ため、その対応に要する費用は、貴市にて
ご負担いただけると理解しますが宜しいで
しょうか。

修繕業務は、突発的故障修繕を含め原則と
して事業者の負担です。
金額負担の考え方としては、突発的故障の
原因が本市の帰責事由である場合には本市
が負担します。事業者の帰責事由である場
合には、事業者負担とします。双方のどち
らでもない事由の場合は、発生した事象を
把握した上で、適切な負担者を決定しま
す。

177 質問
修繕業務(レベル
3)

75 第６ 7 (1) 4) ①エ

修繕業務について、更新は業務対象外とす
るとの記載がありますが、更新の定義は、
「設備等が劣化して使用に耐えられなく
なった物を撤去・廃棄し代わりに新しいも
のを設置すること」となります。したがっ
て、レベル３の対象となる汚泥脱水設備の
維持管理期間が機器の耐用年数を越えるも
のについては、修繕では無く更新するとの
解釈でよろしいでしょうか？（設備例：監
視制御システム、計装センサー、無停電電
源装置、ＶＶＶＦ等）

目標耐用年数を超えたものに関しては、維
持管理レベルを２に変更します。
なお、維持管理レベル３の対象施設に係る
改築の取扱いについては、No.75の回答を参
照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

178 質問 配管 75 第6 7 （１） ４） イ

「維持管理・運営事業者は、部分的な補修
として各種設備及び配管等の塗装を行うこ
と」とありますが、配管についての記載は
他には無いことから、塗装以外については
事業範囲外と考えてよろしいでしょうか。

本事業の対象施設の中に配管も含んでお
り、塗装以外も本事業範囲に含みます。

179 質問 維持管理レベル 75 第6 ７ （１） ５） ②、③

維持管理レベル2.0（汚泥処理設備等）及び
維持管理レベル3.0（汚泥脱水設備等）は、
P9に記載されている委託レベル３と委託レ
ベル２と同義でしょうか？

ご理解のとおりです。修正版を公告時に示
します。

180 質問 分析項目 77 第6 7 (1) 6)
表

6.6.2

水処理の活性汚泥および返送汚泥濃度の測
定がありますが、本項目は水処理の運転監
理を行う上で重要であり、水処理の運転を
行う方が責任をもって分析を行うべきと考
えますが、本事業で測定するのでしょう
か。

分析業務の記載に誤りがありました。修正
版を公告時に示します。

181 質問 保安管理業務 77 第6 7 （1） 6）
表

6.6.2

分析項目に計量証明(※3)とありますが、
(※3)は何を指しますでしょうか。

分析業務の記載に誤りがありました。修正
版を公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

182 質問 計量・分析業務 77 第6 7 （1） 6）
表

6.6.2

計量証明を要する分析は事業者の事業範囲
として、分析会社へ採取委託、分析証明書
を発行するという理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
分析会社に対しての履行監理は事業者の業
務です。

183 質問 臨機の措置 78 第6 7 (1) 8) ②

臨機の措置に要した費用のうち「本業務の
委託費に含めることが適当でない…部分」
は貴市において負担されるとされていま
す。
バイオマス受入設備は，事業者が貴市から
委託費を受領して維持管理・運営を行うも
のではなく，貴市に「使用料」を支払って
使用するものであることから，バイオマス
受入設備にかかる臨機の措置に要した費用
は全て貴市において負担されると理解して
おります。
バイオマス受入設備にかかる事業契約にお
いては，その旨明確にご記載いただきます
ようお願いいたします。

臨機の措置とは、事業を運営する立場によ
らず、公衆、第三者、又は本市の下水処理
機能等に影響を及ぼすと判断できる場合、
維持管理・運営事業者に対して「臨機の措
置」として緊急点検又は応急復旧等を指示
するものです。民営事業であるバイオマス
受入設備及び消化ガス有効利用設備であっ
ても、上記の理由から本市より「臨機の措
置」を指示することがあります。上記の目
的を達するために必要となる「臨機の措
置」の内容によって維持管理・運営事業者
が負担すべきと客観的に判断される費用
は、維持管理・運営事業者の負担としま
す。客観的な判断基準は、実施方針　添付
資料２ 事業に係るリスク分担に基づきま
す。

184 意見 臨機の措置 78 第6 7 (1) 8) ②

臨機の措置に要した費用のうち，貴市が認
めた部分のみについて貴市が負担されると
されていますが，客観的に本業務の委託費
に含めることが適当でないと認められるも
のについては貴市にご負担いただきたく，
ご検討をお願いいたします。

費用分担については、実施方針（案）添付
資料２ 事業に係るリスク分担に基づき、客
観的に判断されるものです。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

185 意見
ユーティリティー
の調達及び管理業
務

79 第6 (3) ①

電気料金について、基準値を超えた使用量
に相当する電気料金については、超過使用
料を徴収すると記載がありますが、省エネ
等の効果により基準値以下になった場合
は、受託業者に対しインセンティブを付与
することはないのでしょうか。

ご意見として承ります。

186 質問
ユーティリティー
の調達及び管理業
務

79 第6 (3) ④

その他と記載がありますが、該当する調達
するユーティリティがあればご教授下さ
い。

技術提案内容により、維持管理の対象とな
る設備等が異なるため、事業者が行う維持
管理・運営業務の範囲で必要となるユー
ティリティー全般を指します。

187 質問 電気料金 79 第6 7 （３） ①

基準値となる過去5年平均値は開示して頂け
ると理解してよろしいでしょうか。

詳細は公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

188 質問
ユーティリティの
調達及び管理業務

79 第6 7 (3) ①

電気料金については、使用量原単位が基準
値(過去5か年平均)以下の場合は無償、基準
を超えた使用量に相当する電気料金につい
ては超過使用料を徴収するとの記載があり
ますが、過去5年とは、2016～2020年の5年
間で宜しいでしょうか。
また､対象となる電力使用量は、汚泥脱水設
備等、汚泥処理設備等、バイオマス受入設
備等が該当との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
基準値等は、公告時に示します。

189 質問
ユーティリティの
調達及び管理業務

79 第6 7 （3） ①

電気料金について、基準値を超えた使用量
に相当する電気料金については、超過使用
料を徴収するとありますが、その場合は、
超過使用量に単価を掛けた費用が徴収され
ると考えて宜しいでしょうか。また、その
際の単価をご教示ください。

詳細は公告時に示します。

190 質問
ユーティリティの
調達及び管理業務

79 第6 7 （4） 3)

この記載は、具体的にどのような場面を想
定されたものでしょうか。
地域住民対応については、添付資料２「事
業に係るリスク分担」の住民対応の項目の
記載に従うものと理解しますが宜しいで
しょうか。

３）第三者との交渉等に関する質問と推察
します。
第三者との交渉等は、本事業を運営する上
で発生する地元関係者等との交渉全般を指
しており、現時点で具体的な場面の想定は
ありません。
地域住民対応については、添付資料２「事
業に係るリスク分担」に従うものとします
が、公告時に記載内容を修正するようにし
ます。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

191 意見
業務履行に関する
報告等

80 第6 7 (4) 1)

消化ガス有効利用設備については，民設民
営としての実施・運営であることから，汚
泥脱水設備等や汚泥処理設備等の維持管
理・運営及びバイオマス受入設備の維持管
理・運営とは貴市に対する報告事項等は同
一ではないものと理解しております。この
点を前提として，消化ガス有効利用設備に
関する具体的な報告事項及びその範囲内容
については，消化ガス有効利用事業契約に
て反映していただきますようお願いいたし
ます。

公告時に示します。

192 質問 その他の業務 81 第6 7 （４） ４） ①

「土木建築施設及び各種設備の管理、その
他業務上必要な諸作業」とありますが、積
算可能な情報を提供して頂けませんでしょ
うか。

既設の維持管理・運営業務を遂行する上
で、安全管理上等、必要となる作業となり
ます。優先交渉権者後の協議事項としま
す。

193 質問
施設等機能確認業
務

81 第6 7 （４） ４） ②

施設等機能確認業務の頻度及び確認内容等
をご教示願いします。

本市が事業期間終了後も施工対象設備を継
続して供用するにあたり、施工対象設備に
おいて、要求水準書及び実施設計で定めた
性能を維持することを確認するための業務
となります。具体的な確認内容は、優先交
渉権者決定後の協議事項とします。
なお、頻度については、維持管理・運営事
業終了時のみとします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

194 質問
施設等機能確認業
務

81 第6 7 （４） ４） ②

「施設等機能確認業務」とありますが、積
算可能な情報を提供して頂けませんでしょ
うか。

No.193の回答を参照ください。

195 質問 その他の業務 81 第6 7 （４） ４） ③

「見学案内等の協力業務」とありますが、
積算可能な情報を提供して頂けませんで
しょうか。

東灘処理場で受け入れた見学者の情報は以
下のとおりです。本事業対象施設の見学案
内等が生じた際には、見学者への案内、説
明、誘導等の協力を要請します。社会情勢
等により、見学受入数が変動する可能性が
あるため、あくまで参考値とご認識くださ
い。

H30年度
見学回数：414回、見学者数：4,199人
R1年度
見学回数：422回、見学者数：3,590人
R2年度
見学回数：269回、見学者数：586人

196 意見 業務書類等 82 第6 8
(1)

(3)

2)

3),4)

消化ガス有効利用設備については，民設民
営としての実施・運営であることから，汚
泥脱水設備等や汚泥処理設備等の維持管
理・運営及びバイオマス受入設備の維持管
理・運営とは貴市に対する報告事項等は同
一ではないものと理解しております。この
点を前提として，消化ガス有効利用設備に
関する具体的な報告事項及びその範囲内容
については，消化ガス有効利用事業契約に
て反映していただきますようお願いいたし
ます。

No.191の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

197 質問 総括責任者 86 第6 12

維持管理・運営業務において、各業務（汚
泥脱水設備/汚泥処理設備等の維持管理業
務、バイオマス受入設備の維持管理・運営
業務、消化ガス有効利用設備の維持管理・
運営業務）ごとに総括責任者を配置しても
宜しいでしょうか。また、兼務はできます
でしょうか。

総括責任者とは、P.86の第６の12項の④に
示すとおり、本事業全体を把握し、本市と
密接な連絡をとって適正、かつ円滑に業務
遂行を行うために配置する者であるため、
事業契約ごとの配置を不可とします。全て
の事業契約を統括できる方を１名配置して
ください。

198 質問 資格者 86 第6 13

廃棄物処理法では施設の設置者が技術管理
者を置かなければならないとありますが、
バイオマス受入事業では市が技術管理者の
配置を行い、事業者側は処分業の許可取得
のみとの理解で宜しいでしょうか。
事業を行う上での必要な資格者配置をご教
示ください。

バイオマス受入設備において、産業廃棄物
処分業の許可は必要ですが、技術管理者の
設置は不要です。
脱水設備及び汚泥焼却設備は、廃棄物処理
法施行令第７条第１項及び第３項に規定さ
れ
る産業廃棄物処理施設となるため、本市に
おいて技術管理者を設置します。

199 質問
有資格者・有経験
者・作業従事者

86 第6 13 ②

作業ごとに必要となる有資格者を適宜配置
と明記されていますが、具体的に業務へ必
要な資格等についてご教示願います。

電気事業法、消防法、労働安全衛生法等各
種法令に定められた有資格者は当然配置さ
れるものとし、それ以外の有資格者につい
ては、維持管理・運営事業内容を考慮し
て、事業者で必要とする有資格者を配置し
てください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

200 質問
本業務における引
継事項の要件

88 第7

「第７」に記載されている引継事項の作成
及び引継時における機能確認は，事業終了
時に原状回復が予定されている消化ガス有
効利用施設・設備については行わないもの
と理解しておりますが，かかる理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

201 質問
引継ぎ事項の整理
及び変更

88 第7 1 (1)

引継事項を施工対象設備に備え置くことと
されていますが，引継事項の作成も施工対
象設備(汚泥脱水設備等及びバイオマス受入
設備)に限られ，汚泥処理設備等に関する引
継事項の作成は不要であるとの理解で宜し
いでしょうか。

汚泥処理設備等に関する引継書の作成は必
要です。

202 質問
契約終了時の引継
事項

88 第7 1 (2)

業務期間満了によって委託期間が終了する
場合の，次の維持管理・運営事業者への技
術指導は業務期間内に行うものと理解して
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

203 質問
契約終了時の引継
事項

88 第7 1 (2)

第二段落に「上記①」という記載がありま
すが、上記①とは何を指していますでしょ
うか。

修正版を公告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

204 質問
引継時における機
能確認

88 第7 2 (1)

引継時における機能確認の実施者，実施時
期及び内容（確認項目及び基準），費用負
担等をご教示ください。

①実施者：事業者です。
②実施時期：第７の１項の（２）に示す技
術指導期間以前とする。具体的には、引継
を行う必要がある年度に事業者と協議によ
り決定する。
③実施内容：仕様・能力に対する機能確認
を行います。具体的な内容は、本市との協
議により決定します。
④費用：事業者負担です。

205 質問
引継時における機
能確認

88 第7 2 (1)

次の維持管理・運営事業者が提出する改善
要求書による改善要求の対象事項として具
体的に想定されているものをご教示くださ
い。

P.88の第７の１項の（１）の「引継事項」
に記載された運転方法や留意事項等に関す
る内容です。

206 意見
引継時における機
能確認

88 第7 2 (1)

次の維持管理・運営事業者からの改善要求
書の内，貴市のご承諾があるものにつき，
維持管理・運営事業者に措置義務が課され
ております。
維持管理・運営事業者がコントロールし得
ない事項について維持管理・運営事業者の
責任範囲に含むと維持管理・運営事業者の
責任が過大となることから，かかる貴市の
ご承諾は，当該改善要求事項が維持管理・
運営事業者の責に帰すべき事由に起因して
発生した場合に限定していただきたく，ご
検討をお願いいたします。

当該改善要求事項が維持管理・運営事業者
の責に帰すべき事由に起因して発生した場
合とします。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

207 質問
引継時における機
能確認

88 第7 2 (1)

第四段落及び第五段落に「上記②」という
記載がありますが、上記②とは何を指して
いますでしょうか。

修正版を公告時に示します。

208 質問
事業期間満了時の
施設の状態

89 第7 2 (3)

事業期間終了時において施工対象設備が維
持すべき，「本書…で定めた性能」の具体
的内容（記載箇所）をご教示ください。
また，事業期間終了後に貴市において使用
される汚泥脱水設備等，汚泥処理設備等及
びバイオマス受入設備のうち，施工対象設
備ではない汚泥処理設備等については，事
業者は事業期間終了時における性能維持義
務を負わない，との理解で宜しいでしょう
か。

ここでいう性能は、本書や実施方針で定め
た事業を実行できる性能を指します。具体
的な対象は、優先交渉権者決定後の協議事
項とします。
汚泥処理設備等の性能維持の程度について
は、本市と事業者の協議により方針を決定
し、協議により修繕が必要となった場合に
は、本市が別途業務として修繕を実施しま
す。

209 意見
事業期間満了時の
施設の状態

89 第7 2 (3)

施工対象施設の性能，状態維持の主体が
「事業者」とされていますが，工事請負事
業者が事業期間終了時における性能維持の
義務を負うとすると，工事完成後も２０年
間の長期に亘って責任を負担し続けること
になり，工事請負事業者の負担が過大であ
ると思料いたします。
性能維持の主体を維持管理・運営事業者に
限定していただきたく，ご検討をお願いい
たします。

ここでいう事業者の定義としては、工事請
負事業者や維持管理・運営事業者に限定す
るものではなく、基本契約書の締結時に記
名・押印した企業のうち、該当する業務の
企業の全てを指します。したがいまして、
契約を締結した企業間で主体となる企業を
決定してください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

210 意見
事業期間満了時の
施設の状態

89 第7 2 (3)

事業期間終了後に必要となった修繕すべて
について事業者の責任範囲に含めると，事
業者がコントロールし得ない事項も含ま
れ，事業者の負担が過大であると思料いた
します。
修繕義務の範囲を，事業者の責に帰すべき
事由に起因して修繕が必要となった場合に
限定していただきたく，ご検討をお願いい
たします。

当該改善要求事項が維持管理・運営事業者
の責に帰すべき事由に起因して発生した場
合とします。
本項に記載のとおり、事業者の負担で修繕
を行うこととします（本市若しくは本事業
の次期契約の事業者の責に帰すべき事由に
起因する場合を除く。）。

211 質問 運転管理指標 91 別紙-1

P71の(1)汚泥脱水設備等 1)運転管理指標で
は78％以下と記載がありますが、本項では
80％未満と数値が異なっています。どちら
が正でしょうか。

別紙－１は、各種設備等の既設の運転管理
指標であり、参考としてください。

212 質問
配布資料
5_事業範囲図（機
械）

94

配布資料5 事業範囲図（機械）の中で改築
対象となる脱臭設備は汚泥濃縮設備臭気を
受け入れできる設備となっています。脱臭
設備能力検討にあたり、脱水機棟にて測定
されたデータがあれば、提示いただけない
でしょうか。

脱臭設備入口臭気濃度の過去データを、公
告時に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

213 質問 配布資料一覧 94

各事業提案の検討にあたり、次の資料をご
提示頂けますでしょうか
・既設汚泥脱水設備　機器図面（機械設備
工事、電気設備工事）
・既設汚泥脱水設備　配管図一式
・既設汚泥脱水設備　電気配線施工図
・既設汚泥脱水設備関連　土木建築設備に
関する実施設計図（意匠図・構造図・設備
図）及び構造計算書
・既存バイオマス受入設備　機器図、配管
図等一式
・既存バイオマス受入設備関連　土木建築
設備に関する実施設計図（意匠図・構造
図・設備図）及び構造計算書
・ガス充填装置隣の既存丸型基礎の施工図
及び構造計算書
・ガス導管注入設備エリア下の埋設物の有
無が分かる図面
・既設汚泥貯留槽　構造図
・既存バイオマス受入設備混合調整槽　構
造図　※グリーン混合槽、調整槽、スイー
ツ混合調整槽が一体となったRC槽の事を指
します
・「ボーリング柱状図」以外の調査結果に
ついてもまとめた「土質調査報告書」
・本事業の対象となる建設用地に関する全
体配置図、及び測量図など現況敷地条件が
わかる資料

閲覧期間を設けます。
公告時に示します。

214 質問
配布資料２
管理年報

H30年度と令和元年度ともに「第1章 総括事
項」が欠落しています。改めまして公開し
て頂くことは可能でしょうか。

第１章 総括事項は、要求水準を補足すべき
内容の記載がないと考えられるため、公開
しません。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

215 質問
添付資料２
リスク分担表

2 No.15

事業者が施設・設備の契約不適合について
責任を負うのは、契約不適合責任期間のみ
であると理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

216 意見
添付資料２
リスク分担表

2 No.16

計画どおりの点検、調査、報告、維持管理
を適切に行っていても避けられない老朽
化・劣化に起因する損害については、本事
業で新規に設置する施設・設備について
も、所有者である貴市が負担するのが合理
的であると考えますので、これらのリスク
は貴市にてご負担頂きますようお願い致し
ます。なお、貴市に引渡しを行わない施
設・設備については、事業者にてリスクを
負担致します。

本事業で新規に設置する設備の老朽化又は
劣化状態を日常的に管理・把握している対
象者は、維持管理・運営事業者となりま
す。また、維持管理・運営事業者はこの老
朽化又は劣化の状態を考慮して、委託レベ
ル３の範疇として、適宜修繕業務を実施し
ます。したがって、リスク分担表のとおり
とします。

217 質問
添付資料２
リスク分担表

2
No.19,
20,21

「第三者からの損害」とは、具体的にどの
ようなものを想定されていますでしょう
か。「市の帰責事由によるもの」、「事業
者の帰責事由によるもの」それぞれ具体例
をご教示ください。

本市及び事業者の帰責事由の想定を以下に
示します。
市の帰責事由：本事業の対象外である別途
工事等に起因して生じる本事業への損害等
事業者の帰責事由：本事業の対象施設の関
連企業又は関係者に起因して生じる本事業
への損害、施錠管理の不徹底等による不法
来訪者による損害等
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

218
意見
質問

添付資料２
リスク分担表

3 No.32

「防風」とありますが、「暴風」の誤りと
思われますので、訂正をお願い致します。
また、「通常予見可能な範囲外のもの」と
は、「当事者の合理的な支配が及ばないも
の」をいうと理解しております。その理解
で宜しいでしょうか。

「暴風」に修正します。
また、通常予見可能な範囲外のものとは、
ご理解のとおりです。

219 質問
添付資料２
リスク分担表

4 No.56

事業者が施設・設備の契約不適合について
責任を負うのは、契約不適合責任期間のみ
であると理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

220 意見
添付資料２
リスク分担表

4 No.58

計画どおりの点検、調査、報告、維持管理
を適切に行っていても避けられない老朽
化・通常劣化に起因するコスト増大につい
ては、本事業で新規に設置する施設・設備
についても、所有者である貴市が負担する
のが合理的であると考えますので、これら
のリスクは貴市にてご負担頂きますようお
願い致します。なお、貴市に引渡しを行わ
ない施設・設備については、事業者にてリ
スクを負担致します。

No.216の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

221 質問
添付資料２
リスク分担表

4 No.61

「陳腐化による変更コスト」、「新技術採
用に係るコスト」とは、それぞれどのよう
なものを想定されているかご教示くださ
い。
また、陳腐化による変更や新技術採用をお
こなったことにより、収益が増大した場
合、当該増大分は事業者の収益となると理
解しますが宜しいでしょうか。

陳腐化やラインナップ刷新による維持、補
修部品等の供給停止に対応する代替品の使
用コストなどを想定しています。
また、陳腐化による変更や新技術採用を
行ったことにより、収益が増大した場合
は、本書で規程する要件、所掌に基づき、
当該増大分は事業者と収益になると理解し
ていただいて結構です。

222 質問
添付資料２
リスク分担表

5 ※4

施工段階で不可抗力が生じ、それにより工
事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済み
の工事材料若しくは建設機械器具に損害が
生じた場合の定めがありません。この場合
も、一定の金額まで（工事請負契約に定め
る）を事業者の負担、それを超えるものに
ついては貴市負担とすると理解しますが宜
しいでしょうか。また、維持管理・運営業
務段階での修繕業務等においても、同じよ
うな事象が生じる可能性があるところにつ
いては、上記と同じ考え方であると理解し
ますが宜しいでしょうか。

維持管理・運営業務段階において、不可抗
力が生じ、維持管理・運営業務の対象施設
が損傷した場合、それにより被った損害を
事業者が負担する（事業者が善良なる管理
者の注意義務を怠っていた場合を除く）の
は不合理であるため、貴市にてご負担いた
だけると理解しますが宜しいでしょうか。

リスク分担表の共通のNo.32の不可抗力は、
設計段階、施工段階、維持管理・運営段階
の全てを包含するものです。
添付資料2_事業に係るリスク分担の※4に示
す規定に基づき措置を行います。詳細は公
告時の各契約書（案）に示します。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

223 質問
添付資料３
質問・意見書

様式1

本質問・意見書に対する回答は契約書の一
部に含まれると理解して宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

224 質問
配布資料５
事業範囲図

機械設備と電気設備ともにフローシートと
平断面図が公開されておりましたが、積算
業務が困難です。既存機器の仕様やメーカ
が判るような機器単品図面を公開して頂け
ませんでしょうか。また、配管アイソメ図
も公開を希望します。

No.213の回答のとおりです。

225 質問
配布資料６
管理方法・耐用年
数表

バイオマス受入れ設備の撹拌機は、汚泥輸
送・前処理設備の汚泥撹拌機が該当すると
認識しますが、その目標耐用年数が15年と
なっており、更新を実施する前提で考えて
宜しいでしょうか。また、その場合の更新
費は貴市負担(別途発注)との認識で宜しい
でしょうか。

更新費は本市負担としますが、使用料の見
直しを行います。
更新有無については、優先交渉権者決定後
の協議事項とします。

226 質問
配布資料６
管理方法・耐用年
数表

付帯設備／脱臭設備／活性炭吸着装置の目
標耐用年数が「※設置場所による」と記載
がありますが、屋外、屋内以外の区分の有
無をご教示ください。また、２種のみの場
合の屋外、屋内の目標耐用年数をご教示く
ださい。

汚泥処理、汚泥脱水設備にかかる脱臭設備
の目標耐用年数は屋内、屋外の区分に関わ
らず15年となります。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

227 質問 配布資料７

こうべバイオガスの分析について、導管注
入設備廃止後も１回／月の頻度での分析が
必要でしょうか。

１回／月の頻度で実施してください。

228 質問 配布資料７

消化ガスの分析について、導管注入設備廃
止後も４回／年の頻度での分析が必要で
しょうか。

４回／年の頻度で実施してください。

229 質問
配布資料８
点検業務一覧

点検業務一覧の意味合いをご教授くださ
い。法定点検以外の現在実施している項目
については、今回事業者範囲に含まれない
との認識でしょうか。

定期的な点検や整備に関して、維持管理・
運営事業者が実施する業務です。
事業者が提案する設備（汚泥処理設備等以
外の設備）の内容によって、点検等の内容
が変わる場合は、優先交渉権者決定後の協
議事項とします。

230 質問
配布資料８
点検業務一覧

脱臭剤の調達は事業者範囲に記載されてお
りますが、取替作業も事業者範囲でしょう
か。

事業者の範囲です。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

231 質問 現地調査 　 　 　 　 　 　

本事業の検討を行うにあたり現地調査を希
望致します。現地調査が可能な時期、申請
方法をご教示願います。

完成図書閲覧も含む現地調査を令和3年9月1
日（水）から令和3年9月28日（火）9時～17
時の範囲において実施します。
調査日については調整しますので、候補日
を建設局下水道部経営管理課までE-mailに
て連絡ください。

232 質問 試料採取 　 　 　 　 　 　

例えば脱水機の検討を行うための汚泥等の
試料提供、採取を希望します。試料採取が
可能な時期、申請方法をご教示願います。

試料採取の申請等につきましては、本市建
設局下水道部計画課へ問い合わせくださ
い。

233 質問

本工事範囲において、アスベスト含有建材
の除去が確認された場合、その除去費用に
ついては別途協議（設計変更の対象）との
理解で宜しいでしょうか。

優先交渉権者決定後の実施設計を経た上
で、事業者の帰責事由によらない場合は、
協議事項とします。

234 質問

本工事範囲において、発注資料に記載のな
い地中埋設物の撤去が確認された場合、そ
の撤去費用については別途協議（設計変更
の対象）との理解で宜しいでしょうか。

No.11の回答を参照ください。
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頁 章 節 項
回答

◆東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業　要求水準書（案）に係る質問・意見書に対する回答書

No 質問/意見 質問事項
要求水準書（案）の対応ページ及び対応部分

質問内容

235 質問

本事業において、地域住民(企業)による建
設不同意によって工期延長が発生した場
合、その費用（人件費含む）については別
途協議（設計変更の対象）との理解で宜し
いでしょうか。

事業者の帰責事由によらない場合は、協議
事項とします。

236 質問

本工事範囲において、PCB含有工作物の有無
は調査済との理解で宜しいでしょうか。ま
た、それらが発生する場合の対応について
は、別途協議（設計変更の対象）との理解
で宜しいでしょうか。

PCB含有工作物の有無は調査済です。
発生した場合は、本市にて別途対応しま
す。

237 質問 費用の支払い

維持管理・運営業務委託費の支払いについ
て、支払いのタイミングと頻度をご教示く
ださい。

月ごとの支払いを想定しております。

238 質問
維持管理・運営者
の業務開始時期

現事業から新規事業へ円滑に移行させるた
めに維持管理・運営期間前の施工期間中よ
り人員を配置することは可能でしょうか。

施工期間中に維持管理・運営事業に係る人
員の配置は不可とします。維持管理・運営
期間前に引継ぎ期間を別途設けることとし
ます。
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